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空
家
等
対
策
協
議
委
員
を

募
集
し
ま
す

　

市
で
は
、
今
年
度
よ
り
空
家
等

へ
の
対
策
の
た
め
に
、「
空
家
等

対
策
協
議
会
」
を
設
置
し
ま
す
。

市
内
の
空
家
等
に
関
す
る
重
要
事

項
に
つ
い
て
協
議
す
る
委
員
を
次

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

◆
会
議
概
要

　

平
日
の
昼
間
に
開
催

◆
任
期

　

2
年
間

　
（
平
成
28
年
11
月
1
日
〜
）

◆
募
集
人
数 　

2
名

◆
応
募
資
格

　

市
内
在
住
で
会
議
に
参
加
で
き

る
方

◆
選
考
方
法

　

作
文　

4 

0 

0
字
程
度

　
「
小
諸
市
の
空
家
の
こ
れ
か
ら
」

◆
応
募
方
法

　

作
文
に
、
住
所
、氏
名
、生
年
月

日
、電
話
番
号
、性
別
を
記
載
し
、

郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
応
募
く
だ

さ
い
。
様
式
は
自
由
で
す
。

◆
申
込
期
限

　

10
月
25
日
㈫　

必
着

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課　

管
理
係

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
24
‐
3 

5 

7 

0

交
通
指
導
員
を
募
集
し
ま
す

　

市
で
は
、
市
民
の
交
通
安
全
活

動
を
推
進
す
る
た
め
、
交
通
指
導

員
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
欠
員
補

充
の
た
め
新
た
な
交
通
指
導
員
を

募
集
し
ま
す
。

◆
職
務
内
容

・
市
内
で
行
わ
れ
る
交
通
安
全
教

室
の
講
師

・
交
通
安
全
運
動
で
の
啓
発
活
動

へ
の
参
加

・
市
民
ま
つ
り
等
の
イ
ベ
ン
ト
時

の
交
通
規
制

◆
応
募
要
件

　

交
通
安
全
に
熱
意
を
有
す
る
方

◆
任
期

　

2
年
間
（
再
任
可 
）

　
（
平
成
29
年
4
月
1
日
〜
）

◆
報
酬

　

年
額
4
0
、
8 

0 

0
円

◆
雇
用
形
態

　

非
常
勤
特
別
職
と
し
て
採
用

◆
応
募
方
法

　

生
活
環
境
課
窓
口
又
は
、
電
話

に
よ
り
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

生
活
環
境
課　

生
活
環
境
係

ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す
る

取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す

　

市
は
、
自
主
財
源
確
保
、
地
元

特
産
品
等
の
Ｐ
Ｒ
、
販
路
拡
大
に

伴
う
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

信
州
小
諸
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金

事
業
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

◆
専
用
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
利
用

　

9
月
15
日
か
ら
郵
便
局
が
運
営

す
る「
ふ
る
さ
と
ぷ
ら
す
」の
利

用
を
開
始
し
、
サ
イ
ト
上
で
の

申
込
み
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

◆
寄
附
者
へ
の
お
礼
の
品
の
拡
充

　
4
品
目
だ
っ
た
お
礼
の
品
を
、
寄

附
金
額
に
応
じ
約
70
品
目
か
ら
選

択
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

◆
協
力
事
業
者
の
募
集

　

お
礼
の
品
の
商
品
等
を
提
供
い

た
だ
け
る
事
業
者
を
随
時
募
集

し
て
い
ま
す
。
商
品
等
の
代
金
、

送
料
相
当
額
は
市
で
負
担
し
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
市
民
の
皆
様
か
ら
も
県
外
、
市

外
の
ご
親
族
、
ご
友
人
等
へ
小

諸
市
へ
の
ふ
る
さ
と
納
税
（
寄

附
）
の
呼
び
か
け
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

企
画
課　

情
報
戦
略
推
進
係

行政書士無料相談会行政書士無料相談会

※秘密は固く守りします。
※予約は不要です。
▼問い合わせ先　 長野県行政書士会佐久支部
　　　　　　　　☎0267－63－2570

司法書士による書士によよるる

無料法律相談会無料法律相談会
　長野県司法書士会は、訴訟上あるいは訴訟外を問
わず、金銭の支払い請求を受け、その対応に困って
いる方を対象とした「『その請求に困ったら』相談
会」を下記のとおり開催します。

◆日　　時 　10月29日㈯　午前10時～午後 5時
◆相談方法
1 　面談方法（要予約）
　【相談会場】長野県司法書士会館 2階
　【予約電話】026－232－7492
2 　電話相談
　【電話番号】0120－448－788（フリーダイヤル）
◆相 談 料 　面談及び電話相談ともに無料です。
◆相 談 例 　昔に借りた借金の請求が来たけど…
　　　　　　就職できなかった。奨学金の支払いが…
▼問い合わせ先
　長野県司法書士会　☎026－232－7492

◆日時　10月15日㈯ 
午前10時～午後 3 時30分

◆会場　 イオンモール佐久平店 
2 階イベントホール

◆内容　 遺言、相続、離婚、成年後見、各種契約
書・示談書・協議書、クーリングオフ、農
地転用、会社設
立、事業承継、
未収金回収、外
国人ビザ・国際
結婚・帰化、各
種許可・認可


